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６章 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のた

めの事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事

項 

［１］街なか居住の推進の必要性  

（現状分析） 

中心市街地の人口は、民間のマンション建設の活発化などにより、平成１２年を底に増加に

転じ、堅調に推移している。 

第１期基本計画においては、市街地再開発事業など中心市街地における都市型住宅の供給を

行うとともに、みんなで参加わがまちづくり支援事業や中央町町内会公民館整備事業などの地

域コミュニティ活動を促進する住みやすい生活環境づくりを行い、ソフト・ハード両面から街

なか居住の推進を図ってきたところである。 

 

（街なか居住の推進の必要性） 

中心市街地の居住人口の増加を図ることは、中心商業地の利用者の基礎人口を底上げし、商

業・サービス業の振興やにぎわいの回復・創出、経済活力の向上に寄与するものと考える。 

今後、本市においても人口の減少が予想されていることから、快適で利便性の高いコンパク

トなまちづくりを一層推進していくことが重要であり、そのためにも土地の高度利用と都市機

能の集積を進め、安全で効率的かつ効果的な市街地整備を図るなかで、住宅の供給も推進して

いく必要がある。 

また、市民の価値観やライフスタイルが多様化し、地域コミュニティ活動への参加の度合い

が弱まってきていることから、町内会等の多様な地域コミュニティ組織が連携して「共助」の

力が発揮できる活力ある豊かな地域づくりを推進し、暮らしやすい環境を整備していくこと

で、引き続き街なか居住を推進する必要がある。 

 

（フォローアップの考え方） 

毎年度、事業の進捗状況の調査を行い、状況に応じて事業促進などの改善措置を講じる。ま

た、計画期間満了時に取組の検証・評価を行い、引き続き中心市街地活性化の効果的な推進を

図るものとする。 
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［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 

実施

主体 
目標達成のための位置づけ及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他

の事項 

事業名：１１ 

中央町 19・20 番街

区市街地再開発事

業（再掲） 

 

中
央
町
19
・
20
番
街
区
市
街
地
再
開
発
組
合 

当事業は、鹿児島中央駅の駅前という立

地条件を生かし、中央町 19・20 番街区を

一体的に活用して、商業・業務・公益施設、

共同住宅、駐車場を備えた再開発ビルを整

備する事業である。 

鹿児島の陸の玄関に相応しい都市景観

の創出、魅力ある商業施設、快適な回遊拠

点、交通環境の改善、都心居住の促進など

を基本に整備を行うことは、街なかのにぎ

わい創出と回遊性の向上、商業・業務機能

の集積促進に寄与することから、中心市街

地の活性化に必要な事業である。 

支援措置： 

社会資本整

備総合交付

金（市街地再

開発事業等） 

 

内容： 

第一種市街地再開

発事業の実施 

・延面積：約 47,000 ㎡ 

・構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 

・階数：地下 1 階地上 24

階 

・用途：共同住宅、商業・

業務・公益施設等、駐

車場 

 

位置： 

中央町 19 番、20 番

街区 

 

実施時期： 

H26年度～ 

H30年度 

地区面積: 

約 0.7 ha 

 

実施時期: 

H24年度～H32年度 

 

 

（２）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容及び

実施時期 

実施

主体 
目標達成のための位置づけ及び必要性 

支援措置の

内容及び実

施時期 

その他

の事項 

事業名：７３ 

コミュニティビジ

ョン推進事業 

 

中
心
市
街
地
内
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
等 

町内会をはじめとする地域コミュニテ

ィ組織や事業所、ＮＰＯ、病院など小学校

区内の各種団体が連携・協力して地域課題

への対応や地域資源の活用に取り組む地

域コミュニティ協議会の設立と活動を支

援する事業である。 

各協議会が校区の特性を生かしたまち

づくりに取り組むことは、豊かな地域社会

の形成や住みやすい生活環境づくりにつ

ながり、街なかのにぎわい創出に寄与する

ことから、中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

支援措置： 

地方創生推

進交付金 

 

内容： 

地域コミュニティ

協議会の設立と活

動の支援 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

H28年度～ 

H32年度 

実施時期： 

H27年度～ 

 

 

（４）国の支援措置のないその他の事業 

事業名、内容及び

実施時期 

実施

主体 
目標達成のための位置づけ及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

事業名：１６ 

みんなで参加わが

まちづくり支援事

業 

 

中
心
市
街
地
内
の
町
内
会 

町内会等による住民同士の親睦交流や

地域社会づくりの活動を支援する事業で

ある。 

町内会などの住民自身が自主的にコミ

ュニティ活動や地域の連帯強化に取り組

むことは、住みやすい生活環境づくり、豊

かな地域社会づくりにつながり、中心市街

地のにぎわい創出に寄与するため、必要な

事業である。 

支援措置： 

市補助金 

 

内容： 

地域コミュニティ

活動の支援 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

実施時期： 

H18年度～ 
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事業名、内容及び

実施時期 

実施

主体 
目標達成のための位置づけ及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

事業名：１７ 

安心安全パートナ

ーシップ事業 

中
心
市
街
地
内
の
町
内
会 

住民の自主的な防犯パトロール隊等の

結成促進と活動を支援し、安心して暮らす

ことができる、安全なまちづくりを推進す

るため、パトロール隊等に対して活動に必

要な用品を支給する事業である。 

 この事業の実施により、安心で安全な居

住環境や来街しやすい環境づくりの推進

が図られ、街なかのにぎわい創出に寄与す

ることから、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

 

支援措置： 

 

 

内容： 

地域の自主的な防

犯パトロール隊等

の結成促進と活動

に対する支援 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

実施時期: 

H17年度 

 

 

 

事業名：１８ 

青色防犯パトロー

ル隊活動費補助事

業 

 

中
心
市
街
地
内
の
町
内
会 

住民の自主的な青色防犯パトロール隊

の結成促進と活動を支援し、安心して暮ら

すことができる安全なまちづくりを推進

するため、青色防犯パトロール隊の活動費

の補助を行う事業である。 

この事業の実施により、安心で安全な居

住環境や来街しやすい環境づくりの推進

が図られ、街なかのにぎわい創出に寄与す

ることから、中心市街地の活性化に必要な

事業である。 

 

支援措置： 

市補助金 

 

内容： 

地域の自主的な青

色防犯パトロール

隊の結成促進と活

動への支援 

 

位置： 

中心市街地 

 

実施時期： 

実施時期： 

H20年度～H31年度 

 

 

 

青色防犯パトロール隊 

防犯パトロール 
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事業名、内容及び

実施時期 

実施

主体 
目標達成のための位置づけ及び必要性 

国以外の支援

措置の内容及

び実施時期 

その他

の事項 

事業名：７８ 

国際交流センター

の整備（再掲） 

 

国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
建
設
協
議
会 

旧市立病院立体駐車場等跡地において、

国際社会に貢献する人材の育成や国際相

互理解の促進のための拠点施設として国

際交流センターを整備する事業である。 

外国人留学生や研究者等を受け入れる

ための宿泊機能と県民・市民と在住外国人

とがふれあえる国際交流機能を有する施

設の整備により、街なか居住の推進や都市

機能の充実が図られ、街なかのにぎわい創

出に寄与することから、中心市街地の活性

化に必要な事業である。 

支援措置： 

 

 

内容： 

鹿児島の国際化の

さらなる推進に向

け、県と市が連携

し、国際交流センタ

ーを整備する。 

 

位置： 

加治屋町 

 

実施時期：  

実施時期: 

H27年度～ 

 

 


